
令和 5 年 3 月

令和 5 年度 令和 14 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

3,983 円 2,887 円

3,983 円 2,858 円

3,983 円 3,234 円

別添２－1

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

法適（一部適用）

辰野町下水道事業経営戦略

　平成6年度（28年）

長野県上伊那郡辰野町

農業集落排水施設事業

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：

流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

17.5人/ha（令和3年度末)

令和3年度末
　5箇所（辰野北部集落排水処理場、沢底集落排水処理場、上横川集落排水処理場、下横川集落排
水処理場、辰野北部西集落排水処理場）
令和4年度
  3箇所（上横川集落排水処理場、下横川集落排水処理場、辰野北部西集落排水処理場）

　無し

処 理 区 数

令和3年度末
　5処理区（辰野北部処理区、沢底処理区、上横川処理区、下横川処理区、辰野北部西処理区）
令和4年度
　3処理区（上横川処理区、下横川処理区、辰野北部西処理区）

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

　令和4年度に農業集落排水施設2施設（辰野北部処理区、沢底処理区）を公共下水道（辰野処理
区）に統合した。

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。

*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

令和2年度 令和2年度

令和3年度 令和3年度

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

世帯均等割料金　1世帯につき 1,905円

利用割料金　    世帯員1人につき 572円又は使用水量1m3につき81円

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

該当なし。

実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和元年度

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

該当なし。

～計 画 期 間 ：

処 理 区 域 内 人 口 密 度

処 理 場 数

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実
施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を
含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和元年度



③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

事 業 運 営 組 織

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

　該当なし

　該当なし

 イ　指定管理者制度

　農業集落排水施設は、民間業者１社へ複数年一括委託して施設運
営経費の削減に努めている。

民 間 活 用 の 状 況

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

【経営の健全化・効率化】
①経常収支比率
　前年度並みとなっており、100％を超え類似団体平均値を約6ポイント上回り健全な状態である。
③流動比率
  前年度と比較し約23ポイント上昇しているが、償還額の減少に伴い流動負債も減少することから今後は改善が見込まれる。
④企業債残高対事業規模比率
　前年度と比較し約92ポイント上昇しているが、償還額の減少に伴い、今後は減少傾向で推移していくことが予想される。
⑤経費回収率
　前年度と比較し約3ポイント上昇し概ね100％であり、類似団体平均値を約42ポイント上回り健全な状態である。
⑥汚水処理原価
  前年度と比較し約14円増加しているが、類似団体平均値よりも約120円安価である。
⑦施設利用率
  前年度と比較し約10ポイント低下しており、類似団体平均値よりも約15ポイント下回っている。
⑧水洗化率
　前年度並みとなっており、類似団体平均値を約11ポイント上回っている。
【老朽化の状況】
①有形固定資産減価償却率、②管渠老朽化率、③管渠改善率
　　現在のところ更新・修繕を要する箇所が少なく、①有形固定資産減価償却率は、類似団体平均値を下回っている。②管渠老朽化率、
③管渠改善率については0％となっている。

職 員 数

　建設水道課は下水道事業（公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水施設）、浄化槽及び水
道事業のほか道路、河川事業、都市計画に関する業務に当たっています。職員給与費の予算措置につい
ては、公共下水道の総務事務に2人、水処理センター管理事務に1人（7ヶ月分）、事業に1人を、特定環境保
全公共下水道の水処理センター管理事務に1人（5ヶ月分）、農業集落排水施設の施設管理事務に1人（6ヶ
月分）を置いている状況である。

建設水道課
　建設管理係(建設部門の予算、公共物に関すること、占用に関すること等)
　建設工務係(道路、河川に関すること、災害復旧事業に関すること等)
　都市計画係(都市計画関連事項、河川、ダムに関すること等)
　住宅係(公営・町営・その他住宅に関すること、地籍調査に関すること等)
　上水道管理係(上水道の予算・決算に関すること、上水道使用料等に関すること等)
　下水道管理係(下水道の予算・決算に関すること、下水道使用料等に関すること、農業集落排水の維持管
理、浄化槽に関すること等)
　上水道工務係(上水道施設の維持管理、上水道施設の工事の設計、施工監理等)
　下水道工務係(下水道施設の維持管理、下水道施設の工事の設計、施工監理等)

　該当なし

　該当なし
資 産 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）
*4

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）
*5

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。



２．将来の事業環境

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

※ 赤字がある場合には（３）において、その解消方法が示されていることが必要

① 収支計画のうち投資についての説明

　経営戦略の計画期間内の建設改良費に係る支出の予定はない。施設の修繕等に係る費用は、過度な投
資とならないよう、平準化した投資を行うことを目標する。

使用料収入の見通し

　世帯数及び世帯当り人員に現使用料単価を乗じて将来の使用料収入を予測した。有収水量の減少と比例して、将来の使用料収入は減
収する見通しとなった。

施設の見通し

　現状で下水道施設（管きょ、処理場）の新規整備は完了しており、施設数の増加の予定はない。上横川処理区、下横川処理区、辰野北
部西処理区を対象にした施設機能診断評価結果に基づき、修繕・改築工事を実施する予定である。

組織の見通し

　当面、組織改革、新たな民間委託の予定はなく、下水道事業に係る人員は現状維持となる見通しとした。

目 標

処理区域内人口の予測

　行政人口は、国立社会保障人口問題研究所の予測に基づいた辰野町人口ビジョンの推計を基にした人口の減少率を用いて、将来の人
口を推定した。処理区域内人口については、下水道事業の整備が概成していることから、現在の処理区域内人口に行政人口の減少率を
乗じて、各処理区の将来の処理区域内人口を推定した。水洗化率は向上するものの、処理区域内人口が減少することから、水洗化人口
は減少する見通しとなった。

有収水量の予測

　水洗化人口の予測値から推定した世帯数及び世帯当り人員に直近の使用水量原単位を乗じ有収水量を予測した。今後、水洗化人口は
減少するため、有収水量は減少する見通しである。

○効率的な事業執行（維持管理費の削減）
　これまでと同様に民間委託の活用により業務効率化とコスト縮減に積極的に取組む。また、将来人口の減少に伴って処理施設への流入
水量の減少が見込まれることから、将来、包括的民間委託に移行すべきか検討し、維持管理費の削減に努める。
○収入の確保と負担の適正化（下水道料金の適正化）
　公共下水道事業の経費回収率は、類似団体の平均値に比べると高くなっているが、収入の不足分は一般会計からの補てんで賄ってい
る。今後は財政基盤の強化のため、収入の増に取り組む必要がある。収入の確保のため、使用料の改定の必要性を定期的に検討し、必
要に応じて使用料の改定を行う。また、下水道の普及啓発活動を継続的に実施するとともに、水洗化率の向上を目指す。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り



②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況
*　処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

目 標

　令和3年度の経費回収率は約100％であり、今後は経費回収率100％以上を目標とする。

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字
の解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その
内容等を記載すること。

○財源の目標に関する事項
　令和3年度の経費回収率は概ね100％であり、使用料は現状の体系を維持する。
○使用料収入の見通し、使用料の見直しに関する事項
　下水道施設整備が完了している状況で、水洗化率は向上するが処理区域内人口が減少することで使用料収入は減収する見通
しである。当面、汚水処理費も減少する見通しであるため、使用料の見直しについては、5年に1度、改定の必要性を検討した
後に判断する予定である。
○繰入金に関する事項
　従来どおり繰入基準内の繰入金とする。
○資産の有効活用に関する事項
　収入増につながる資産の有効活用は計画していない。

○民間の活力の活用に関する事項（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制度、PPP/PFIなど）
　委託費などの維持管理経費節減のため、事業内で一括契約の可能なものは実行し経費節減に努める。
○職員給与費に関する事項
　令和3年度の実績を基に給与費を算定し計画した。
○動力費に関する事項
　5年間は物価上昇率2％を考慮する。
○薬品費に関する事項
　5年間は物価上昇率2％を考慮する。
○修繕費に関する事項
　5年間は物価上昇率2％を考慮する。
○委託費に関する事項
　5年間は物価上昇率2％を考慮する。

○管渠、処理場等の建設・更新に関する事項
　処理場の更新については、施設機能診断評価結果に基づき、修繕費を計上する。
○広域化・共同化・最適化に関する事項
　現時点で、広域化・共同化・最適化に関する投資は計画していない。
○投資の平準化に関する事項
　処理場の修繕費については、これまでの実績を踏まえ、過度な投資とならないよう平準化を行う。
○民間の活力の活用に関する事項（PPP/PFIなど）
　現時点で、PPP/PFIなどの活用への投資は計画していない。
○防災・安全対策に関する事項
　現時点で、防災・安全対策に関する投資は計画していない。



②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

５． 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）

　施設の統合を図りながら、町内施設の一括包括的民間委託（事務委任による施設管
理者側一元化）の導入可能性も含めて、民間活力の活用方法を今後検討する予定であ
る。

資産活用による収入増加
の取組について

その他の取組 　特になし。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

　事業の進捗確認を毎年度行うとともに、５年前後で見直しを行い、必要がある場合は計画の見
直しを図る。

職員給与費に関する事項 　当面は、現在の人員に必要な職員給料費を見込む。

動力費に関する事項 　物価上昇(2%/年)を反映した動力費を見込む。

修繕費に関する事項 　物価上昇(2%/年)を反映した動力費を見込む。

委託費に関する事項 　物価上昇(2%/年)を反映した動力費を見込む。

その他の取組 　特になし。

薬品費に関する事項 　物価上昇(2%/年)を反映した動力費を見込む。

　現時点で計画はない。

　当面は、現在の使用料体系を維持する予定であるが、5年に1回、使用料の改定の必
要性を検討する予定である。

使用料の見直しに関する事項

　その他の取組検討はない。

　今後、処理施設の改築に当たってはPPP/PFI手法の導入可能性について検討する予
定である。

　建設改良に関する新たな投資の予定はない。

　農業集落排水施設の下横川処理区の公共下水道への統合について検討を進めてい
く。

広域化・共同化・最適化に関する事項

その他の取組

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

投資の平準化に関する事項



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． (A) 24,488 23,294 12,904 12,762 12,604 12,461 12,319 12,177 12,035 11,875 11,699 11,575
(1) 24,488 23,294 12,904 12,762 12,604 12,461 12,319 12,177 12,035 11,875 11,699 11,575
(2) (B)
(3)

２． 91,402 87,914 87,027 43,091 42,508 42,444 42,410 42,301 42,177 42,111 42,128 42,149
(1) 35,834 32,444 32,665 17,251 16,927 16,864 18,352 18,243 18,129 18,073 18,091 18,115

35,834 30,854 31,075 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700
1,590 1,590 5,551 5,227 5,164 6,652 6,543 6,429 6,373 6,391 6,415

(2) 55,568 55,470 54,362 25,840 25,581 25,580 24,058 24,058 24,048 24,038 24,037 24,034
(3)

(C) 115,890 111,209 99,931 55,853 55,111 54,906 54,729 54,478 54,212 53,986 53,826 53,723
１． 94,864 91,766 86,797 50,192 49,890 49,952 50,018 50,018 49,978 49,942 49,937 49,934
(1) 3,150 2,780 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540

1,470 1,505 834 834 834 834 834 834 834 834 834 834

1,680 1,275 706 706 706 706 706 706 706 706 706 706
(2) 20,523 17,801 15,705 15,768 15,832 15,897 15,964 15,964 15,964 15,964 15,964 15,964

3,751 3,863 2,183 2,227 2,272 2,318 2,365 2,365 2,365 2,365 2,365 2,365
3,172 1,528 864 882 900 918 937 937 937 937 937 937

2 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6
13,600 12,408 12,656 12,656 12,656 12,656 12,656 12,656 12,656 12,656 12,656 12,656

(3) 71,191 71,186 69,552 32,884 32,519 32,516 32,514 32,514 32,475 32,439 32,433 32,431
２． 8,389 7,030 5,517 2,167 1,676 1,357 1,063 812 585 395 241 140
(1) 8,389 6,894 5,517 2,167 1,676 1,357 1,063 812 585 395 241 140
(2) 136

(D) 103,253 98,797 92,314 52,358 51,567 51,309 51,081 50,830 50,563 50,337 50,178 50,074
(E) 12,637 12,412 7,617 3,495 3,545 3,597 3,648 3,648 3,649 3,649 3,649 3,649
(F)
(G) 463
(H) △ 463

12,174 12,412 7,617 3,495 3,545 3,597 3,648 3,648 3,649 3,649 3,649 3,649
(I)
(J) 14,956 31,209 17,288 17,098 16,886 16,695 16,505 16,315 16,124 15,910 15,674 15,507

(K) 70,479 70,780
62,777 48,524

6,098 7,274
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 24,488 23,294 12,904 12,762 12,604 12,461 12,319 12,177 12,035 11,875 11,699 11,575

(N)

(O)

(P)

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

流 動 負 債

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

材 料 費

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費

支 払 利 息

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

令和5年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

本年度

営 業 収 益



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． 20,500 20,000

２．

３． 19,166 36,523 30,751 10,734 10,797 9,309 9,418 9,532 9,588 9,570 9,546 8,789

４．

５．

６．

７．

８． 281

９．

(A) 39,947 56,523 30,751 10,734 10,797 9,309 9,418 9,532 9,588 9,570 9,546 8,789

(B)

(C) 39,947 56,523 30,751 10,734 10,797 9,309 9,418 9,532 9,588 9,570 9,546 8,789

１． 3,295 3,799

２． 64,338 63,917 63,506 29,543 23,042 22,350 20,503 19,110 16,857 14,249 11,397 8,789

３．

４．

５．

(D) 67,632 67,716 63,506 29,543 23,042 22,350 20,503 19,110 16,857 14,249 11,397 8,789

(E) 27,686 11,193 32,755 18,809 12,245 13,041 11,085 9,578 7,269 4,679 1,851

１． 15,623 11,193 15,190 7,044 6,938 6,936 8,457 8,457 7,269 4,679 1,851

２． 12,063 7,617 3,495 3,545 3,597 2,628 1,121

３．

４．

(F) 27,686 11,193 22,807 10,539 10,483 10,533 11,085 9,578 7,269 4,679 1,851

(G)

(H) 398,699 222,713 190,041 162,918 135,273 145,343 84,940 66,451 51,832 39,424 30,893

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

35,834 30,854 31,075 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700

35,834 30,854 31,075 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700

19,166 36,523 36,302 15,961 15,961 15,961 15,961 15,961 15,961 15,961 15,961 15,285

4,754 4,856 4,827 2,122 2,122 2,122 2,122 2,122 2,122 2,122 2,122 2,122

14,412 31,667 31,475 13,839 13,839 13,839 13,839 13,839 13,839 13,839 13,839 13,163

55,000 67,377 67,377 27,661 27,661 27,661 27,661 27,661 27,661 27,661 27,661 26,985

令和13年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度令和5年度本年度

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和12年度

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

計

そ の 他

令和10年度 令和11年度 令和12年度

他 会 計 負 担 金

令和13年度

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

本年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度



供用開始年月日 2002 年 1 月

処理区域内人口 1,488人

計算期間 自 2022 年 至 2031 年

（　 10年間）

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

23,294 23,294 23,294

0 0 0

0 0 0

23,294 23,294 0 23,294

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

0

諸 手 当 0

福 利 費 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

給 料 0

諸 手 当 0

福 利 費 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

給 料 1,505 1,505 1,505

諸 手 当 0

福 利 費 1,275 1,275 1,275

3,863 3,863 3,863

1,528 1,528 1,528

2 2 2

0

0

12,544 12,544 12,544

20,717 20,717 0 20,717

金　　　　　　　　額

金　　　　　　　　額

収　入　の　部

支　　出　　の　　部

項 目

受 託 工 事 収 益

そ の 他

合 計

原価計算表

項 目

使 用 料 (X)

路 面 復 旧 費

委 託 料

そ の 他

小 計

ポ
ン
プ
場
費

管
渠
費

人
件
費

給 料

そ の 他

修 繕 費

材 料 費

修 繕 費

材 料 費

薬 品 費

委 託 料

人
件
費

動 力 費

小 計

人
件
費

そ の 他

委 託 料

動 力 費

修 繕 費

材 料 費

薬 品 費

小 計

処
理
場
費



　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

金　　　　　　　　額
支　　出　　の　　部

項 目

給 料 0

諸 手 当 0

福 利 費 0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

1,851 2,894 2,894

1,851 2,894 0 2,894

22,568 23,611 0 23,611

23,611

(X)／(（Y）＋（Z）)＊１００＝ 99%

＜使用料水準についての説明＞

減 価 償 却 費

そ の 他

人
件
費

１　投資・財政計画計上額（Ａ）欄は、直近の料金算定期間内における平均値を記載すること。
２　起債償還額が減価償却額を超えるときは、当分の間、その差額を一般管理費のその他の欄に記載して差し支えないこと。
３　資産維持費は、将来の更新需要が新設当時と比較し、施工環境の悪化、高機能化（耐震化等）等により増大することが見込まれる場
合に、使用者負担の期間的公平等を確保する観点から、実体資本を維持し、サービスを継続していくために必要な費用（増大分に係るも
の）を、適正かつ効率的、効果的な中長期の改築（更新）計画に基づいて算定し、計上するもの。そのため、資産維持費（Ｚ）欄は、「下水
道使用料算定の基本的考え方（2016年度版）」（公益社団法人日本下水道協会）を参考に、所有している資産の規模、経営環境等の実情
に応じ、料金算定に適切に反映すべき費用を記載すること。

一
 

般
 

管
 

理
 

費

流域下水道管理運営費負担金

委 託 料

小 計

合 計 (Y)

資 産 維 持 費 （ Z ）

使 用 料 対 象 経 費 （ Y ） ＋ （ Z ）

小 計

企 業 債 取 扱 諸 費

資
本
費

支 払 利 息


